
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
熊
谷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
対
象
事
業
を
対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
変
更
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

一 

対
象
事
業
の
名
称 

 
 

 

（
仮
称
）
新
熊
谷
衛
生
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業 

 

二 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
七
月
十
六
日 

 

三 

変
更
の
理
由 

 
 

 

一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
を
二
百
五
十
五
ト
ン
か
ら
百
九
十
八
ト
ン
に
見
直
し
た
た
め 

dc997b9edf0bae968a0a2f6f1140e811


		Motohiro Ohno
	2025-11-27T15:31:35+0900
	日本
	2025-11-27 15:31:22 +09:00 JSTに承認しました


	



